
1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■

4 ■ ■

5 ■ ■

6 ■ ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

8

9

10

11

12

13

14

15

庁内調整・会議

事務作業全般

活動種別活動名
2月 3月6月

活動時期

事務作業全般

事務作業全般

11

月

12

月
1月7月

行政改革推進本部の運営

行政改革推進本部の開催準備

部名 課かい名 行政改革推進課企画政策部

事務事業概要書

事務作業全般

戦略の具体的な取り組みの決定 検討

行財政改革推進事務

審議会行政改革推進委員会の運営

事業概要

・茅ヶ崎市行財政経営改善戦略に位置付けた経営改善推進方針、人財活躍推進方針に基

づき、具体的な取り組みの推進、進捗管理を行います。

・茅ヶ崎市行政改革推進委員会を運営します。

・茅ヶ崎市行政改革推進本部を運営します。

事務事業名

戦略の進捗管理

次期行財政経営改善戦略策定作業

8月 9月
10

月
4月 5月

行政改革推進委員会の開催準備



根拠法令
抜粋

法的
実施根拠

なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■

5 ■

6 ■

7 ■ ■ ■ ■ ■ ■

8 ■

9 ■ ■

10 ■

11 ■

12 ■ ■ ■ ■ ■

13 ■

14

15

レイアウト変更 事務作業全般

補正予算要求 事務作業全般

補正予算議決 議会

システム改修・什器等発注 庁外調整・会議

【事務分掌規則】改正準備 事務作業全般

【事務分掌規則】例規等審査会 庁内調整・会議

例規改正内容周知、諸調整 周知・広報

【事務分掌条例】改正準備 事務作業全般

【事務分掌条例】例規等審査会 庁内調整・会議

【事務分掌条例】議案提出・審議 議会

システム、什器、庁内レイアウト等の調整 検討

9月
10

月

11

月

組織改正対象案件の検討 検討

組織改正対象案件の調整 庁内調整・会議

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 組織・機構の見直し事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・市役所組織及び機構の見直しを行い、効率的・効果的かつ機動的な組織体制を構築し

ます。

・組織改正を実施するにあたり、必要な事務分掌条例または規則の改正案を作成し、議

会または例規等審査会に提案を行います。

・組織改正に伴う庁内案内表示の修正やレイアウト変更等を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法

第138条の3第1項　普通地方公共団体の執行機関の組織は、普通地方公共団体の長の所轄

の下に、それぞれ明確な範囲の所掌事務と権限を有する執行機関によつて、系統的にこれ

を構成しなければならない。

第158条第1項　普通地方公共団体の長は、その権限に属する事務を分掌させるため、必

要な内部組織を設けることができる。この場合において、当該普通地方公共団体の長の

直近下位の内部組織の設置及びその分掌する事務については、条例で定めるものとする。

・茅ヶ崎市事務分掌条例

・茅ヶ崎市事務分掌規則



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■

3 ■

4 ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

改正内容周知、システム調整 周知・広報

【事務分掌条例・規則】例規等審査会 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

事務分掌調整対象案件の検討・調整 庁内調整・会議

【事務分掌条例・規則】改正準備 事務作業全般

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 事務分掌の調整及び改正事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・市の政策を効率的・効果的に推進するための事務執行体制を構築することを目的に、各

部課かいが担うべき役割及び責任の明確化を図り、これに準じた事務の割当等を適切に

行います。

・上記の結果を事務分掌条例または規則に位置付けるため、所要の例規改正を行いま

す。

・例規改正に伴う事務的な処理を行います。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市事務分掌条例

・茅ヶ崎市事務分掌規則



1 ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

4 ■ ■ ■

5 ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7 ■ ■ ■

8 ■ ■ ■

9 ■

10 ■

11 ■ ■

12

13

14

15

【茅ヶ崎市職員定数条例】議案提出・審議 議会

１人１台パソコン等の調整 庁内調整・会議

翌々年度職員採用予定数の調整 庁内調整・会議

【茅ヶ崎市職員定数条例】改正準備 事務作業全般

【茅ヶ崎市職員定数条例】例規等審査会 庁内調整・会議

各課かいとのヒアリング 庁内調整・会議

翌年度の職員定数の決定 事務作業全般

職員定数管理の関する調整 庁内調整・会議

翌年度の職員定数管理に向けた検討 検討

9月
10

月

11

月

定員管理調査報告書作成 事務作業全般

１０月及び翌年度４月職員採用者数の調整 庁内調整・会議

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 職員定数管理事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・茅ヶ崎市行財政経営改善戦略の推進に向け、令和４年４月１日時点の職員数を基本と

する中で、社会情勢や行政需要に伴う業務量の変動や市の施策展開等の様々な要因を踏

まえ、課かいごとの適正な職員数を決定します。

・総務省が毎年実施する定員管理調査の実施に協力するとともに、調査結果データから他

市水準との比較検討を行うことで、本市における適正な定数等を検討します。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法第172条　前十一条に定める者を除くほか、普通地方公共団体に職員を置

く。

②　前項の職員は、普通地方公共団体の長がこれを任免する。

③　第一項の職員の定数は、条例でこれを定める。ただし、臨時又は非常勤の職につい

ては、この限りでない。

④　第一項の職員に関する任用、人事評価、給与、勤務時間その他の勤務条件、分限及

び懲戒、服務、退職管理、研修、福祉及び利益の保護その他身分取扱いに関しては、この

法律に定めるものを除くほか、地方公務員法の定めるところによる。

・茅ヶ崎市職員定数条例



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

7

8

9

10

11

12

13

14

15

庁外調整・会議サウンディング型市場調査の実施

包括委託ガイドラインの作成検討 庁外調整・会議

公民連携に関する情報発信 検討

公民連携プラットフォームの運営 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

公民連携推進デスクの運営 庁外調整・会議

公民連携プラットフォームの設置 庁外調整・会議

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 PPP（公民連携）推進事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・「行財政経営改善戦略」や「公民連携推進のための基本的考え方」に基づき、あらゆ

る分野における公民連携を推進し、持続可能で良質な市民サービスの提供を目指しま

す。

・公民連携推進デスクを運営し、民間事業者との対話の機会を増やすことで、新たな事業

機会の創出や社会的課題の解決につなげていきます。

・公民連携プラットフォームを立ち上げ、多様な主体による対話の実施等を図り、具体

的な公民連携の案件形成につなげていきます。

・実施を検討している事業について、市場性の有無や実現可能性を把握するサウンディン

グ型市場を適宜実施します。



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■

5 ■ ■ ■

6 ■ ■ ■

7 ■

8 ■ ■ ■

9 ■

10 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

11 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

12 ■

13 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

14 ■ ■ ■ ■ ■ ■

15

指定管理者制度新規導入に向けた検討 検討

指定管理者選定等委員会の開催準備 事務作業全般

指定管理者制度導入施設所管課との調整 庁内調整・会議

指定管理者制度の改正内容の検討 検討

「基本的考え方」の改正（指定管理者選定等委員会） 審議会

指定管理者制度導入施設所管課担当者会議 庁内調整・会議

前年度実施分にかかるモニタリング照会 事務作業全般

モニタリングの審議（指定管理者選定等委員会） 審議会

事業者選定（指定管理者選定等委員会） 審議会

指定議案提出 事務作業全般

指定議決 議会

応募受付 申請等受付

9月
10

月

11

月

募集要項の作成に向けた調整 庁内調整・会議

募集要項の審査（指定管理者選定等委員会） 審議会

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 指定管理者制度統括事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・公の施設における指定管理者選定業務を行います。

・指定管理者による公の施設の管理運営業務が適切に実施されているか確認を行うため、

モニタリング調査を実施します。

・「指定管理者制度導入に関する基本的考え方」の見直しを行い、円滑に制度が活用さ

れるよう努めます。

・指定管理者制度の新規導入に向けて検討を行います。

・茅ヶ崎市指定管理者選定等委員会を運営します。



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・地方自治法第244条の2

・各施設設置条例



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■

3 ■

4 ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

経営計画に基づく取り組みの推進 事務作業全般

経営報告書の公表 周知・広報

9月
10

月

11

月

経営状況の照会（経営報告書） 事務作業全般

経営状況の審議（行政改革推進委員会） 審議会

事務事業名 外郭団体の経営改善事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

団体や所管課との連絡調整・経営改善支援 事務作業全般

事業概要

・外郭団体の自立した経営体制を実現させます。

・外郭団体経営計画に基づく取り組みを推進します。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月



根拠法令
抜粋

法的
実施根拠

なし



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

庁内業務の改善手法の検討 検討

窓口サービス提供体制の在り方の検討 検討

9月
10

月

11

月

見直しの対象施設・方向性の検討 庁内調整・会議

開館日、開館時間等の見直しの検討 検討

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 管理運営等改善事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・見直し対象施設や方向性を検討し、関係各課と連携し取り組みます。

・公の施設の開館日、開館時間等の見直しの検討を行います。

・書かない窓口の運用改善

・窓口サービス提供体制の在り方検討



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

受益者負担の適用施設拡大に向けた検討 検討

公共施設附帯駐車場有料化に向けた調整 事務作業全般

受益者負担の適正化基準案作成 事務作業全般

9月
10

月

11

月

使用料等の減額免除の見直しの推進 庁内調整・会議

使用料・手数料の見直しに向けた調整 庁内調整・会議

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 受益者負担適正化事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・「使用料等の減額免除の見直し（平成29年2月）」の推進、進捗管理を行います。

・受益者負担の適正化基準の策定を行います。

・受益者負担の適正化基準の適用に向けた調整を行います。

・公共施設附帯駐車場有料化に向けた調整を進めます。



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■

4 ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

例規改正内容周知、諸調整 周知・広報

例規等審査会 庁内調整・会議

9月
10

月

11

月

事務改善及び事務効率化の推進 庁内調整・会議

事務決裁規程見直しに関する調整及び相談・問合せ対応 相談・問合せ対応

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 事務効率化推進事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・事務改善及び効率化等の推進を行います。

・事務決裁規程の見直しを行います。

・事務効率化やサービス向上の観点から、窓口サービス提供手法や事務執行体制を検討

します。

・適切な休日窓口開庁を検討・実施します。

・各種行政手続きのオンライン化を推進します。

・庁内業務の改善手法検討とコンサルを推進します。



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

3 ■

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

広告事業の実績及び検討状況庁内照会 統計調査・集計

新たな財源確保手法の検討・調整 検討

NRの導入・運用検討 検討

事業概要

・広告事業全般に関する総合調整を行います。

・有料広告及びネーミングライツ（NR）の導入等の歳入確保策の検討及び推進を行いま

す。

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月9月

10

月

事務事業名 新たな自主財源確保推進事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

11

月

広告事業全般に関する総合調整 庁内調整・会議



根拠法令
抜粋

・茅ヶ崎市における広告に関する基本方針

・ネーミングライツ導入ガイドライン

・茅ヶ崎市ソフト事業におけるネーミングライツ導入実施要領

法的
実施根拠

なし



1 ■ ■

2 ■

3 ■ ■

4 ■ ■

5 ■ ■ ■

6 ■ ■ ■

7 ■ ■ ■

8 ■ ■

9 ■ ■

10

11

12

13

14

15

実績表彰案件募集 申請等受付

提案審査 庁内調整・会議

等級決定・表彰状授与 庁内調整・会議

職員提案周知（自由提案） 事務作業全般

職員提案募集（自由提案） 申請等受付

実績表彰の周知 事務作業全般

過去の提案の進捗状況の確認 事務作業全般

9月
10

月

11

月

検討課題について対応 庁内調整・会議

課題提案案件の募集 申請等受付

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 職員提案制度運営及び活性化事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・職員提案制度の運用を行います。

・自由提案、実績表彰及び実績表彰(環境への取組み)、必要に応じて課題提案の募集、審

査を行い、提案の等級に応じて賞状を授与します。



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

9月
10

月

11

月

行政運営（行政管理関連事項）にかかる庁内総合調整 庁内調整・会議

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 行政管理事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・行政運営（行政管理関連事項）にかかる庁内総合調整を行います。

・過年度の庁内総合調整として、次のような事項を実施しました。

（1）公共施設における国旗掲揚に関する事務。（半旗、黙とう）

（2）新型コロナウイルス感染症に係る公共施設の対応。

（2）臨時緊急業務対応体制の構築に係る庁内調整。



法的
実施根拠

なし

根拠法令
抜粋



1 ■ ■ ■

2 ■ ■ ■ ■

3 ■

4 ■

5 ■ ■

6 ■ ■

7 ■

8 ■ ■

9 ■ ■ ■ ■

10 ■

11 ■

12 ■ ■

13 ■ ■

14 ■ ■

15

【国】翌年度事前相談 相談・問合せ対応

【国】地方分権改革の旗手会議 庁外調整・会議

【国】対応方針決定 庁外調整・会議

【国】職員説明会 職員向け研修

【国】アンケート調査 庁内調整・会議

【国】本提案受付 申請等受付

【国】共同提案募集 申請等受付

【国】提案団体ヒアリング 庁外調整・会議

【県】県議会において議決 議会

【県】翌年度権限移譲・返還ニーズ調査 庁内調整・会議

【国】提案募集方式事前相談受付 相談・問合せ対応

【県】法定協議 庁外調整・会議

9月
10

月

11

月

【県】権限移譲事務リスト更新 庁内調整・会議

【県】事務取扱件数、権限移譲・返還希望調査 統計調査・集計

活動名 活動種別

活動時期

4月 5月 6月 7月 8月 3月
12

月
1月 2月

事務事業名 権限移譲促進事務

事務事業概要書

部名 企画政策部 課かい名 行政改革推進課

事業概要

・神奈川県「事務処理の特例に関する条例」に基づき権限移譲希望事務について検討

し、移譲の効果や実施体制等についての庁内調整と県との協議を経て、事務の移譲を受

ける。【県】

・市民の利便性を第一に考え、その上で事務の効率化につながる権限の返還について庁

内調整を行い、県との協議を経て返還していく。【県】

・内閣府提案募集方式を活用した権限移譲、規制緩和の総合調整【国】

・国から移譲される事務について、実施体制等の庁内調整を経て、事務の移譲を受け

る。【国】



法的
実施根拠

あり

根拠法令
抜粋

・神奈川県条例「事務処理の特例に関する条例」


